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図表36: マレーシアのハラール制度関連組織

図表37: マレーシアのハラール認証マーク

マ レ ー シ ア の ハ ラ ー ル 基 準 は マ レ ー シ ア 標 準 化 法

(Standards of Malaysia Act 1996) を根拠法とするマレー

シア規格 (Malaysian Standard: MS) の一部として、マレー

シア科学技術革新省 (Ministry of Science, Technology

and Innovation: MOSTI) の傘下機関、マレーシア工業標

準 規 格 院 (Standards and Industrial Research

Institute of Malaysia: SIRIM) により定められている。図表

35に、マレーシア規格のうちハラールに関連する標準の一覧を示

す*。

これらの基準の中で最も中核をなしているのが食品について

定めた「ハラール食品 ―生産、準備、取扱、保存― 一般ガイ

ドライン (第2版)」であるが、それ以外にも化粧品、医薬品、輸

送、倉庫、小売業と言った分野で基準が定められていることが分

かる。

認証制度概要 - 認証制度と関連機関

これらの基準にもとづいて、政府の認証機関であるマ

レーシア・イスラム開発局 (Department of Islamic

Development / Jabatan Kemajuan Islam

Malaysia: JAKIM) がハラール認証を行うとともに (ハ

ラール認定された商品や店舗には図表37のハラール認

証 マ ー ク の 添 付 が 許 さ れ る ) 、 国 際 貿 易 産 業 省

(Ministry of International Trade and

Industry: MITI) 傘下のハラール産業開発公社

(Halal Industry Development Corporation:

HDC) がハラール産業振興機関として産業政策的な役

割を担っている。

図表34: スーパーではノンハラールコーナーが特殊なものとして隔離されている (マ

レーシア)

MS基準番号 基準名 年

MS1500:2009
ハラール食品 ―生産、準備、取扱、保存― 一般ガイドライン
(第2版)

2009

MS 1900:2014 シャリーアに基づく品質管理システム ― 必要条件 2014

MS2200:Part 1:
2008 

イスラム消費財 ―第1部: 化粧品とパーソナルケア― 一般指針 2008

MS 2200-2:
2013 

イスラム的消費財 ―第2部:動物の骨・皮・毛― 一般ガイドライ
ン

2013

MS 2300:2009 価値に基づく管理システム ―イスラーム的観点からの必要要件 2009

MS 2393:2013 イスラムとハラールの原則 ―用語の定義と解釈 2013

MS2400-1:
2010 

ハラーラン・トイーバン保証供給経路 ―第1部: 商品貨物の輸送
連鎖 サービスの必要条件となる管理システム

2010

MS2400-
2:2010 

ハラーラン・トイーバン保証供給経路 ―第2部: 倉庫保管および
関連業 務の必要条件となる管理システム

2010

MS2400-
3:2010 

ハラーラン・トイーバン保証供給経路 ―第3部: 小売の必要条件
となる 管理システム

2010

MS2424:2012 ハラール医薬品: 一般ガイドライン 2012

MS 2565:2014 ハラール包装: 一般ガイドライン 2014

図表35: ハラールに関連するマレーシア標準一覧

機関名 (略称) 役割

マレーシア工業標準規格院
Standards and Industrial 

Research 
Institute of Malaysia

SIRIM マレーシア基準規格策定

マレーシア・イスラム開発局
Department of Islamic 

Development
Jabatan Kemajuan Islam 

Malaysia:

JAKIM ハラール認証

ハラール産業開発公社
Halal Industry Development 

Corporation
HDC ハラール産業振興

* 実際のハラール基準はSIRIM単独ではなく、さまざまな機関から構成されるハラール規格産業規格委員会 (Halal Standards Industry Standards Committee: HSC) によっ
て策定された。HSCに名前を連ねている機関は、JAKIM、マレーシア標準化局、マレーシア獣医局、マレーシア製造業連盟、HDC、マレーシア・イスラム理解研究所、マレーシア品質研
究所、マレーシア国際イスラム大学、マレーシア農業開発研究所、マレーシア消費者団体連合、国内取引・協同組合・消費者省、保健省 (公衆衛生局食品安全品質課、薬品管
理局)、MITI、マレーシアムスリム消費者協会、SIRIMである。さまざまな政府機関が名を連ねていることからも分かる通り、マレーシアのハラール制度には政府が強く関与している。現時
点では、マレーシアは、ハラール制度を政府が運営する唯一の国である。他のイスラム教国では、宗教団体がハラール制度を管理・運用するのが一般的であるが、マレーシアでは政府が
直接制度を管理しており、非イスラム国の企業にとっては、一種の安心感をもって見られており、これが、マレーシアのハラール制度が国外の企業に受け入れられやすい要因のひとつとなっ
ている。
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図表40: マネジメントの義務 (食品製造・国際企業)

図表41 ハラール審査における監査項目

ハラール認証の取得企業は社内に内部委員会を設置し、ハ

ラールを順守した作業手順書 (ハラール保証システム) を作り、そ

れを徹底させることなどが必要となる。こうした要件は取得企業の

カテゴリや規模によって異なるが、食品製造カテゴリの国際企業

(年間売上RM50,000,000以上) の企業のケースを図表40に

示す。

ハラール認証のプロセスにおいては工場など現地の査察をクリア

しなければならない。図表41に査察項目を示したが、クリアしなけ

ればならない項目が多岐にわたっていることがわかる。

こういった情報を含むマレーシアのハラール認証取得プロセスの

詳細はJAKIMによる “Manual Procedure for Malaysia

Halal Certification (Third Revision) 2014” に記載されて

いる (図表38)。

図表39: マレーシアのハラール認証所得プロセス

マレーシアのハラール制度の一般的な取得プロセスを図表

39に示した。取得には申請から3-6ヶ月程度かかるのが一

般的となっている。認証費用は取得カテゴリなどにより異なる

が、年間RM100-RM1,000となっている。一度取得すると

認証の有効期限は2年間 (屠殺場のみ1年間) で、2年ご

とに更新が必要となる。

認証制度概要 - 取得のステップ

Start

Finish

オンライン申請

MyeHALALシステム上でオ
ンライン申請の受理

関係書類の受領

申請内容の評価ならびに書類の審査

審査合格

不備あり

修正作業

審査料徴収通知

審査料の受領

審査スケジュール

現地査察

試料採取不適合報告書
修正作業 実験室分析

監査報告書

マレーシアハラール認証パネル
ミーティング

審査合格

マレーシアハラール認定証の発行

不合格

不合格通知

図表38: ハラール認証取得プロセスについてのマニュアル

ハラール認証の取得申請を行う企業は、

i. 社内に内部ハラール委員会を設置すること

ii. 社内にハラール専門家を指名すること

iii. 最低2名のムスリム従業員を指名する。それらの従業員は

a. 常設のポストであり、マレーシア国民、食品取扱並びに加工部門に配属するも
のとする

b. 工場の運用における全シフトに適用されるものとする

iv. HAS 2011に基づいたハラール保証システム (Halal Assurance System)を構
築する

検査は下記の項目に纏わる一般的かつ特殊な認証をカバーするものとする

a. 必要書類ならびに会社プロフィール

b. 社内のハラール管理システム

c. 原材料ならびに加工助剤

d. 設備

e. 包装並びにラベル表示

f. 貯蔵

g. 加工プロセス

h. 輸送

i. 従業員

j. 衛星システムならびに施設の清潔性

k. 廃棄物処理システム

l. 建物全体
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図表43: マレーシアにおけるハラール食品の定義と要件

図表44: ナジスの定義

図表45: 食肉処理作業における要件

つぎに、マレーシアのハラール基準の中で特に中核をなしてい

る、食品について定められたMS1500:2009「ハラール食品 ―

生産、準備、取扱、保存― 一般ガイドライン (第2版)」を参

照し、食品についてのハラール基準を整理することで、マレーシア

のハラール制度における具体的なハラールの要件を見ていきたい。

同規格内の第2条3項においてハラール食品とは「シャリーア

法で許された食べ物・飲み物および、またはその原材料」であり、

非ハラールおよびナジス (イスラム教における不浄) を含まないこ

となど6つの要件を満たすものと定義されている (図表42、図表

43)*。

認証制度概要 - 制度上のハラール定義

マレーシアのハラール制度においては製品とその原材料のみな

らず準備・加工・取扱・包装・貯蔵・販売の全ての過程において

非ハラールとなる要因との混交、直接的あるいは間接的な接触

を避けることが重要になるため、それぞれの過程での取扱につい

て細かな規定が存在する。

例えばハラール上非常にセンシティブな食材である食肉の加

工方法については図表45に示すようかなり細かく処理方法が指

定されている (図表42も参照)。

第2条3項 ハラール食品とはシャリーア法で許された食べ物と飲み物および、または原
材料であり゙、以下の要件を満たすものを意味する。

A) シャリーア法によって非ハラールであるとされる動物、あるいはシャリーア法に基づかず
に屠殺された動物の 一部あるいは派生物を含まないこと

B) シャリーア法でナシズ((naji)) とされるものを含まないこと

C) 安全であること、有毒でない、酩酊させない((中毒症状をおこさな))、健康に有害
でないもの

D) シャリーア法でナジスとされるもので汚染された設備備品を用いて準備・加工・生産
されたものでないこと

E) シャリーア法で許されていない人体の一部あるいはその派生物を含まないこと

F) その準備・加工・取扱・包装・貯蔵・販売において、)), )), )), )), )) の要件を
満たさない食品、あるいはシャリーア法でナジスと定められる食品と物理的に隔離さ
れていること

第2条4項1 シャリーア法に基づくナジスとは

A) イヌ・ブタとその子孫

B) 非ハラールである物で汚染されたハラール食品

C) 非ハラールである物と直接接触したハラール食品

D) 人体あるいは動物の開口部から排出された液体および個体。尿・血・吐瀉物・膿・
胎盤・糞・精液等。 ブタ・イヌの精液と卵子。他の動物の精液と卵子は除く (注
記: イヌとブタ以外の動物と人間の乳・精 液・卵子はナジスではない)

E) 死肉あるいはシャリーア法に基づいて屠殺されたのではないハラールな動物

F) ハマル (khamar、アルコール飲料と中毒症状をひきおこすもの) およびハマルを含
むあるいはハマルと混交した食べ物あるいは飲み物

* マレーシア法におけるシャリーア法は「義務、選択、あるいはアル・ワドゥ (引用者注: Al Wadh’u、シャリア法を履行するにあたっての必須条件) によって責任を負う人びと
(mukallaf: 義務能力者) の行為に関する神の指示である」(MS1500:2009 第2条1項1)、「アゴン(国王:筆者追記)によって連邦直轄領に 施行されるか、あるいは各州
の統治者によって当該州に施行される、シャーフィイー派、あるいはマーリク派、ハンバリー派、ハナフィー派等の他の法学派によるイスラームの法、ないしはイスラーム権威によって承
認されるファトワー (引用者注: イスラム法学に基づいて発令される勧告、布告、見解、裁断) を意味する」( MS1500:2009 第 2 条 1 項 2 )と定義されている。

第3条5項2-1 食肉処理作業おいては、シャリア法に則った動物の保護を考慮する。
また、次に挙げる要求事項も遵守する。

A) 精神的に健全で、成熟しており、イスラム教における動物の食肉処理に関する基
本原則および条件を完全に理解しているイスラム教徒が食肉処理を行うこと。

B) 食肉処理者は、所轄官庁が発行するハラール食肉処理者証明書を保有してい
ること。

C) 食肉処理行為はニヤ (意図) をもって、アラーの名において行い、その他の目的
では行わないこと。食肉処理者は自らの行為をよく認識すること。

D) 食肉処理する動物はハラールである動物でなければならない。

E) 食肉処理する動物は、食肉処理時に生きているか、もしくは生きているとみなされ
る (ハヤット・アル-ムスタ キラー:食肉処理時に血液が噴出し、食肉処理後に動
く場合 、その動物は生きている、またはハヤット・アル-ムスタキラーであるとみなさ
れる) こと。

F) 食肉処理する動物は健康で、所轄官庁の承認を受けたものであること。

G) 食肉処理の直前にタスミヤ (「全能なる偉大なアッラーの御名において」を意味す
る (BISMILLAH ALLAHUAKBAR) および「慈悲深く慈愛あまねきアッラーの
御名において」を意味する (BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM)) を唱えな
ければならない。

H) キブラの方向 (イスラム教徒が1日5回礼拝を行う方向である、メッカのマスジド・
ハラームにあるカアバの方向) を向いて食肉処理を行うことが望ましい。

I) 食肉処理ライン、用具および道具はハラールの食肉処理専用とすること。

J) 食肉処理用のナイフまたは刃は鋭利であり、血液およびその他の不純物が付着
していないこと。

K) 食肉処理は一度限りとすること。食肉処理の際、食肉処理用ナイフまたは刃が
動物から離れないかぎり、「鋸で引くような」食肉処理の動作が許される。

L) 骨、爪および歯を食肉処理用具として使用しないこと。

M) 食肉処理の行為は、首の声門 (喉仏) の真下の箇所、および首長の動物では
声門の下の部分を切開することで開始する。

図表42: マレーシアのハラール基準 (MS1500:2009)
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図表47: JAKIMのハラール手続きマニュアルに定められた各種規則

17 頁 で も 引 用 し た JAKIM に よ る “ Manual

Procedure for Malaysia Halal Certification

(Third Revision) 2014” には、原材料や生産につい

ての要件、包装／表示、工場などについての規則が分か

りやすくまとめられている (図表47)。

認証制度概要 - その他の条件 (原材料や生産、包装・表示、工場等)

全てを本報告書内に引用することは避けるが、この他にも、本マ

ニュアルには食品施設、従業員、トレーニング等さまざまな項目が

記載されており、JAKIMのハラール認証についての理解をする上で

マレーシア標準と並んで重要な資料となっている。

5.1 原料・材料・ならびに加工助剤に関する要件

i. 原料ならびに材料がハラールかつ安全なものであることを保証されていること

ii. 動物性の原料ならびに材料はハラール認証をされたものであること

iii. 動物性原材料を輸入する場合は 、 JAKIMならびに獣医サービ ス局

(Department of Veterinary Services: DVS) に許可を得た施設から

のものであること

iv. ハラール認証を受けていない原料については、完全な使用明細書を添付する

こと (素材構成、フローチャートならびにその原料源などを含む)

v. 原料、材料、加工助剤ならびに製品・メニューなどを申請書式に詳細にリスト

アップすること

vi. ノンハラールの原料ならびに材料は施設内に貯蔵してはならない

5.2 生産

i. 製品は最新の製造記録と違わぬ方法で生産されなければならない

ii. 製品の準備、取扱、加工、梱包、貯蔵あるいは輸送の各段階において、シャ

リ ーア 法の要請を遵守し、適正製造基準 (Good Manufacturing

Practices: GMP) ならびに適正衛生規範 (Good Hygienic Practices:

GHP) と同等基準の清潔さを保つものとする

iii. 原材料ならびに製品とノンハラールの、あるいはハラールかどうか分からない原材

料とを混ぜてはならない

iv. 輸送の際にはハラール製品のみを輸送するものとする

v. 動物の毛を使用した設備、ブラシの使用は禁止される

5.3 包装と表示

i. 全ての製品包装への表示は目立つよう、明確に、消えないようになされる必要

がある

ii. 製品包装への表示は法やルール、関連する規則に従って必要な情報を含ま

なければならないが、それらは:

a. 製品名

b. マレーシアのハラールマークならびにマレーシア基準番号、ファイル参照番号

例: 食品カテゴリの場合:

c. メートル法 (国際単位系) で表示された正味量

d. 製造者、輸入者及び／あるいは販売者の名前、住所、ロゴ

e. 原材料のリスト

f. 製造年月日あるいは製造番号ならびに消費期限

g. 原産国

i. 表示ならびに宣伝はシャリーア法を犯すものであってはならず、シャリーア法を否

定するような表現が強調されてはならない

ii. マレーシアのハラールマークは、イスラム教以外の宗教の祭りやイスラム教以外の

宗教の象徴と併せてそれらを推進するために使用されてはならない

iii. 製品名には「ハラール」という単語並びに宗教や神に纏わる要素を含む名称を

使用してはならない

iv. 包装物の素材はnajisと分類される素材で作られたものであってはならない

5.4 工場

i. 工場の構内は野生動物が侵入したりなかにとどまったりすることがないように塀で

囲われるか、管理体制が組まれなければならない

ii. 使用される設備はnajis、あるいは危険なものでないものとし、生産される製品

に副次的な影響をを与えないようなものとする

iii. 工場内に設置される設備やモノは、製品製造の稼働中は整理整頓かつ安全

に配置されるものとする

iv. 工場労働者は工場の構内に居住してはならない。もし必要であれば、労働者

の居住区域は

a. 工場と隔てられた建物であるか、あるいは

b. 同じ建物である場合は、工場エリアと出入口を別にすること

c. 労働者の居住区域から直接工場エリアに入れるような通路があってはなら

ない

d. 労働者の動線を管理する仕組みを用意すること

v. (居住区域も含めた) 工場構内全域にノンハラールの飲食物の持ち込みを禁

止すること

vi. 動物の飼育場、下水処理施設ならびにノンハラールの原材料を扱う施設から

の汚染を効果的に管理する仕組みを構築しなければならない

vii.アルコール飲料並びにアルコール飲料を原料とする才良うの工場構内への持ち

込みは厳禁とすること

図表46: JAKIMによるマニュアルには工場等の立地についての規制も記述されている
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前述のとおり、ハラール認証の具体的な基準は国や地域、認証

機関によって異なり、世界で統一されたハラール認証制度は存在

しない。国際連合に対する常任代表を有する国際機構でありイス

ラム諸国が加盟するイスラム協力機構 (Organisation of

Islamic Cooperation: OIC) などでハラールの世界統一規格

の検討が行われているが、まだ合意にいたっていない。

しかし、各認証機関には、他の機関による認証基準を自らのも

のと同等の認証基準であると認める「公認 (Recognize)」と呼ば

れる制度がある。輸出先国の認証機関 (たとえばJAKIM) に「公

認」された機関からハラール認証を取得すれば、輸出先国 (マレー

シア) においても、ハラール認証を取得していると認知されることが

できるため、各国のハラール認証機関がお互いに公認を行うことで、

ハラール認証のグローバル化が進み始めている。

JAKIMの場合は2016年2月時点で36カ国58のハラール認

証機関を公認しており、“The Recognized Foreign Halal

Certification Bodies & Authorities” としてリストを公開して

いる。

認証制度概要 - 公認制度について

例えば、食品製造業者や飲食店などがJAKIMのハラール認

証を取得するためには原材料全てがJAKIMあるいは公認団体

のハラール認証を取得していなければならないため、日本企業が

これら公認団体のハラール認証を取得することによって、マレーシ

アのハラール企業に対する商品輸出の開拓やマレーシアへ本格

進出し現地でJAKIMのハラール認証取得にむけた足がかりとなる。

現在、ひかり味噌、マルコメ味噌、よつ葉乳業、ヒガシマル醤油、

ユーグレナ、三井化学、日東富士製粉を始め数多くの企業が両

団体からハラール認証を取得し、イスラム圏への商品輸出やムス

リムインバウンド対応などムスリム向けビジネスを推進・拡大してい

る。

図表48:JHAのハラール認証を取得しているひかり味噌

図表49: JAKIMが公認をしている団体の一覧(2016年2月時点)
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図表51: JAKIMのハラール認証を取得している世界的企業

JAKIMの認証企業は2016年11月時点で4,692社に

のぼる。図表51にグローバル企業の取得状況の一部を示し

たが、食品に限らずさまざまな分野でのハラール認証取得が

進んでいる。

特に、スイスの食品大手ネスレのマレーシア現地法人ネス

レ・マレーシアは、他の企業に先駆けてハラール対応に取り組

んできた。ネスレでは現在、製造工程から供給まで、全世界

で90人のスタッフからなるハラール委員会を組織しており、ハ

ラール対応の製造拠点は世界45カ国・地域に150カ所にの

ぼる。製品は世界共通のハラール・ガイドラインに則って、どの

拠点で開発したものであっても、ハラール認証取得が必要な

商品については、企画段階からハラール委員会からの許可を

得て商品化される仕組みになっているが、これらのガイドライ

ンはJAKIMのハラール認証取得に向けて作成した社内ガイ

ドラインがそのベースとなっている。

ネスレはマレーシアを「ハラールセンター・オブ・エクセレンス」

と位置づけており、ネスレ・マレーシアのJAKIM認証商品の

輸出先は、世界50カ国・地域にのぼる。

ネスレ・マレーシアのアロイス・ホフバウアー社長は「ネスレに

とってマレーシアは巨大市場であるだけでなく、世界展開を

目指す新製品の試験市場でもあり、ハラール製品の製造

拠点でもある」とし、その重要性を強調する。マレーシアを、

スイス、南北パナマと並ぶ同社の3大調達ハブとする構想が

動いていることを明かしており、これに伴って、日本やタイ事

業の一部をマレーシアへ移管する可能性もあるとしている。

このように、グローバルなビジネス展開を企図する企業に

とって、ハラール対応は「当たり前」に近い。ハラール対応を避

けることによって、大きな市場をみすみす逃すことになるからだ。

海外企業/日本企業の対応事例 - グローバル企業にとってハラールは「当たり前」

図表50: 店内にハラールマークが掲示されているマクドナルド (マレーシア)

カテゴリ 代表的企業とマレーシアでの取り組み その他のハラール認証取得企業

食品・飲料

 マレーシアをハラールセンター・オ
ブ・エクセレンスとして位置づけ。

 世界最大のハラール製品企業。

食材・原材料

 パーム油ベースの豊富なハラー
ル原材料を活用し、マレーシア
から70カ国へ製品を輸出。

化粧品・薬品

 マレーシアを東南アジア地域の
ハラールハブとして重要な拠点と
位置付ける。

化学品

 マレーシアを東南アジア地域の
ハラールハブとして重要な拠点と
位置付ける。

飲食店

 マレーシア最大の外食チェーン。
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図表54: JAKIMのハラール認証取得の申請中・検討中企業

図表53: JAKIMのハラール認証を取得している主な日系企業

海外企業/日本企業の対応事例 - マレーシアのハラール市場に向けた日本企業の取り組み

背景 プロセス 一言

KEWPIE 
MALAYSIA
SDN. BHD.

将来的にマレーシアをハブにして、イスラム圏で
の「Kewpie」ブランドの浸透を進める計画をも
ち、マラッカにキユーピー初となるハラールの工
場を設立し、立ち上げと同時にハラール申請
の準備を進めてきました。工場はマラッカのハ
ラール工業団地に位置し、原材料もハラール
の認可の下りたもの以外は使用することができ
ません。準備に時間はかかりましたが、申請自
体は、ナショナルスタッフの協力の元、スムーズ
に進めることができました。

もともとロゴの「キユーピー」は裸を連想させるのでハラールのルール
に抵触するのではないかという危惧はあり、事前にJAKIMに 相
談し「問題なし」と言われていました。しかしながらマラッカ工場が
JAKIMのマラッカオフィス「JAIM」の管轄下になった頃、「NG」と
いうことになり、結局これを機にハラール対応商品のロゴを変える
ことに。外装フィルムを、 羽がなく、胸より上のみのキユーピーをデ
ザイ ンしたものに変更することにしてJAIMから承認と認可をいた
だきました。

食品衛生管理システムが基本とし
てあり、そこに「原材料や製造工程
に豚とアルコール由来のものが混
入しないこと」がハラールの基本で
す。まずは衛生管理システムをしっ
かり作ることが認証取得への近道
です。また、社内のスタッフや審査
官など、現地の人を大好きになり、
信用し合える関係を作ることも、
最も大切な事の一つです。

NIPPON 
EXPRESS

(MALAYSIA) 
SDN. BHD.

ハラール認証には「製造業」「運送業」「小売
業」の3種類があります。運送業のハラール認
証は、仕組みはあったのですが、今年7月に初
めて受付が始まりました。マレーシア政府は、
マレーシアのハラール制度を国際基準にして
外資のハラール食品製造業を誘致し、マレー
シアから輸出するという「ハラール・ハブ」となる
ことを目指しています。そのためには物流のハ
ラール制度もしっかりしていないと国際的なリー
ダーシップは取れない。そこで、今後はハラール
物流業者の需要が増えると見越し、1年以上
前から準備を進めていました。7月の受け付け
開始と同時に申請し、来年には取得できる見
込みです。

ハラール倉庫は養豚場の1km以内に作ってはいけない、ハラー
ルトラックはイスラム教の方法に則ってお清め (清めた泥をトラック
の荷台に入れて水で洗い流しお祈りをする) をするなどいろんな
ルールがあります。日本人がいくらハラールについて勉強しても、イ
スラム教徒として生きてきた彼らの「気持ち」の部分はわからない。
文章でルール化できないことがいろいろあると感じました。

申請費用自体は数千円程度で
すが、倉庫やトラックなどの設備投
資には費用がかかります。ですが、
今後国際基準になると見られるマ
レーシアのハラール認証をいち早く
取得することはアドバンテージとなり
ます。マレーシア国内の地場企業
からの仕事はもちろん、ムスリムの
旅行客が増えている日本でのムス
リム関連の市場も視野に入れてい
ます。

KAO 
(MALAYSIA)
Sdn. Bhd.

ムスリム市場に参入する際、食品にハラール
認証が必須なのに対し、洗顔料や石鹸のハ
ラール認証はついていない商品も多く、消費
者の意識の違いはあります。しかしながら直接
肌に使用する洗顔料等は、より安心して使え
るという意見もあるため、ハラール認証を取って
います。

洗顔料「ビオレ」はマレーシア国外の工場で作っており、現地のハ
ラール協会の認定を取得して現地のハラールマークを付けていま
したが、マレーシアにて販売する商品という事もあり、JAKIMのマ
レーシアハラールを取得することにしました。JAKIMの審査官に国
外の工場を査察してもらい、この11月にJAKIMのハラール認証
を取得しました。以前から原材料も工場もハラール対応になって
いたので審査前の準備は大きな問題もなく進みましたが、やはり
国外の工場になると認識の違い等の課題も発生しました。ハラー
ル取得に関しては、JAKIMとのやりとりなどすべてをマレー人スタッ
フに任せるほうがスムーズな気がします。

最近日本でも「ハラール」が注目さ
れているようですが、当然のことな
がら、消費者に求められる商品を
作ることが一番重要です。「ハラー
ルマーク」もその一点であり、「ハ
ラールマークがある」=「イスラム圏
で受け入れられる」というわけでは
ないと思います。

Grand 
BlueWave
Hotel Shah 

Alam

旅行客が多いKL市内のホテルとは客層が異
なるため、ハラールであることがより重要だと感
じています。ホテル内に4つあるレストランのうち、
3つはすでにJAKIMのハラールを取得しており、
今回、IQS (Islamic Quality Standard
for Hotel Design) を取得した際、日本食
レストラン「あげ半」もJAKIMのハラールを取得
しました。

ホテル内でアルコールを販売しないことはもちろん、女性専用フロ
アを作り、プールにも女性のみが利用できる時間帯を設けました。
リクエストに応じてどの部屋にもコーランやお 祈り用のカーペットを
お届けしています。一番苦労したのは日本料理です。調味料は
すべてハラールマーク付きのものを使用しますが、昆布やひじきな
どの乾物や漬物なども加工食品ですからハラールマークは必須。
そうなると、日本産の材料は使えないものがほとんどなので、多く
はシンガポールなどから輸入しています。素材調達先の確保やレ
シピ作りに半年かかりました。

5つ星ホテル内の日本料理レスト
ランでハラール認証を取得している
のは「あげ半」だけです。ハラール認
証取得後、日本食好きのムスリム
利用者がかなり増え、週末は誕生
日パーティーなどで込み合います。
ムスリムのお客様を日本食でおも
てなししたいという場合にもぴったり
です。

Taisho 
Pharmaceuti

ca
l (M) Sdn. 

Bhd.

LIVITA (同社のリポビタンDはマレーシアでは
LIVITAとして販売されている。その理由は発
売当時すでに類似した名前の商標登録がさ
れていたから。アルファベットからLIとVITAを
とって命名。) はマレーシアでは1972年に販
売をスタート、1991年には自社工場で生産
を開始しました。ハラール認証を取得したのは
2004年。そのきっかけは一般消費者から
「LIVITAはハラールですか?」という問い合わ
せが増えてきたからです。

加工食品とは違って、成分がビタミンのドリンク剤は明らかに豚肉
などのハラム (ノンハラール) とみなされる原料は使っていません。
原材料がハラールである証書を受けるまでに約3ヵ月かかりました。
製造工程などの工場の調査については、そもそも日本の医薬品
を製造する基準でつくっていますので、問題はありませんでした。

マレーシアの工場で生産したリポビ
タンDは、カタール、バーレーン、アラ
ブ首長国連邦に輸出しています。
これら中東諸国では自国で流通
する商品はハラールであるという認
識が強いので、非アルコール飲料
に対するハラールマークの必要性は
あまりありません。

Yakult (M) 
Sdn. Bhd.

インドネシアでもハラール認証をとっていたので、
マレーシアでも当然、ハラール認証は取得しな
ければならないという認識をもっていました。

取得に際して情報収集のため、JAKIMを訪問。2003年6月の
初訪問から月に1回のペースで担当官に会って話を聞きました。
同年11月に、原材料明細、一部の原材料のハラール認証およ
び製造過程のチャートを添えて申請し、その場で(口頭にて)申
請を受理されました。「申請受理書」はその1週間後に郵送で受
け取りました。2004年1月、JAKIMから査察官が予告なく来社
し、工場の査察が行われました。その際、当社ムスリムの幹部社
員とのミーティングも行われました。生産開始予定の2月までに認
可をとりたかったため、査察後数回にわたって早期認証を交渉し
ましたが、「早くとも2月中旬」と拒否されました。が、1月30日に
突然電話で「認可した」と連絡が入りました。申請から約2 ヵ月
間で取得できました。

「ハラールは科学ではなく宗教であ
る」という担当官の言葉が印象に
残っています。ハラール認証は、申
請が受理されれば必ずとれるとのこ
とですが、今年2013年から厳しく
なったと思います。JAKIMから は
「ハラール保証システム」という管理
マニュアルの提出を求められていま
す。

ここ数年、インバウンドムスリム観光客の対応への機運の高まり

に合わせ、日本でもハラールに対する注目が高まっているが、マクド

ナルドやKFC、コカコーラ、ネスレなどグローバルなブランドが当然の

ようにハラール対応し市場に浸透している状況を目の当たりにすると、

日本企業のハラール市場対応の遅れを感じてしまうのが正直なとこ

ろである。

図表53にJAKIMから認証を受けている主な日本企業のリ

ストを示した。味の素やヤクルト、キユーピーといった食品系の

企業のハラール認証取得が目立っていたが、近年では日本通

運の倉庫・輸送部門におけるハラール認証取得などその幅は

広がってきていることも分かる。

また、図表52には、JAKIMのハラール認証を取得した日系

企業の「生の声」をまとめてある。マレーシアのハラール制度は

政府が管轄していることもあり他国のハラール制度に比べて比

較的ルールが明確でわかりやすいと言われているが、それでも

法律上明文化されているルール以外の部分で、取得に際して

さまざまな困難や課題に直面することが多々ある。これから

JAKIMのハラール認証の取得を目指す日本企業にとって、こ

うした既存のハラール認証取得企業の「生の声」は非常に有

用であり、参考になるものである。

図表54には近年JAKIMのハラール認証の取得を目指して

いると発表、あるいは報道されている日系企業をまとめた。日

系企業のマレーシア・ASEAN市場への進出が加速する中で、

ハラール認証の取得を目指し、本格的にムスリムマーケットと対

峙しようとする企業は今後も増えてくることが予想される。

図表52: マレーシアでハラール認証を取得した日系企業の声

マレーシア法人 (関連日本側法人) 事業概要
HALALステータ

ス

OTAFUKU SAUCE MALAYSIA SDN.BHD. オタフクソース株式会社 お好みソース、焼そばソース、たこ焼ソースの調味料製造・販売 申請中

ABC COOKING STUDIO MALAYSIA SDN. 
BHD.

株式会社ABC Cooking Studio 料理教室 取得意向

TIF&B Dining Sdn Bhd 株式会社サンマルクホールディングス カフェチェーン「Saint Marc Café」展開 取得意向

Yoshinoya Hanamaru Malaysia Sdn. Bhd. 吉野家ホールディングス 牛丼チェーン「吉野家」、うどんチェーン「はままるうどん」展開 取得意向

Peresscol Sdn. Bhd. 長谷川香料株式会社 食品用粉末シーズ二ングおよび液体香料の製造販売 取得意向

Loob Holding Sdn Bhd 株式会社ホットランド たこ焼きチェーン「築地銀だこ」展開 取得検討中

D&N COFFEE AND RESTAURANT MALAYSIA 
SDN.BHD.

株式会社ドトール・日レスホールディングス カフェチェーン「Doutor Coffee」展開 取得検討中

カテゴリ ハラール認証取得企業

食品・飲料

化粧品・薬品

ホテル
レストラン

飲食店
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質問 回答 回答理由

外食する際、どういうレストランで
食事しますか？ (複数回答可)

① ハラール認証を取得しているレストラン…11人
② マレー人が調理しているストール…7人
③ ポークフリーレストラン…6人
④ ハラール認証を取得しておらずシェフがマレー人以

外のレストラン…2人
⑤ その他…2人

 ムスリムなので①、②、③から選ぶ (20代女性)
 ハラールとは材料だけでなく下ごしらえや調理方法も含むの

で、ハラールマークがある方が安心 (30代女性)
 ①と②なら安心して食べられる (20代女性)
 おいしくて清潔で妥当な価格でサービスが良ければどこでも

(30代女性)
 なんでも食べ飲みするのでハラールかどうかは気にしない

(20代男性)

家で料理する場合、
どんな食材を使いますか？

① すべての材料にハラールマークを求める…8人
② ポークフリーであれば、ハラールマークがなくても気に

しない…4人
③ まったく気にしない…1人

 ハラールマークの有無は気にしない (30代女性)
 ハラールマークがある方がいいが、ハラールな商品であれば使

う (40代女性)
 自分だけの場合はなんでも使うが、家族の料理にはハラー

ルマーク必須 (50代男性)
 ハラールマークがないと何が入っているかわからなくて不安。

マークがあれば安心 (30代男性)

海外旅行をする際、
どんな食事が望ましいですか？

① ハラールとされる料理しか食べない…9人
② ポーク、アルコールフリーであれば気にしない…2人
③ 全く基にせずなんでも食べる…2人

 いろんな国の料理を食べたいのでハラールについては気にし
ない (20代男性)

 ポークフリーであれば食べる (30代女性)
 海外では入手が難しい場合もあるがなるべくハラールな食事

をするよう最大限努力している (40代女性)
 シーフード料理なら食べる (40代男性)

化粧品や石鹸類を買う差異、
ハラール認証マークの有無が

購入を決意する決め手となります
か？

① 決め手となる…6人
② 決め手とならない…7人

 ハラールマーク付きの商品がそんなにないのでマークの有無
は気にしない。化学製品なのでマークがなくてもハラールだと
思う (40代女性)

 ハラールかどうかを気にしたことがない (20代男性)
 豚由来の成分とアルコールが入っていなければ買う (40代

男性)
 ハラールマークは非常に重要 (多数)

あなたにとって、
ハラールやハラールマークとはなんです

か？

 ハラール食品は健康的で衛生的なもの。体内に取
り入れるものなのでとても重要 (40代女性)

 ノーポーク&ノンアルコールであり、イスラム法に則っ
た方法で家畜を殺すこと (20代女性)

 私の人生にとってとても重要なもの (20代女性)
 ノンハラール商品は身体と精神を蝕むと信じている

(40代男性)
 イスラムに基づくもの (20代女性)
 イスラム法を守ることは重要だが、ハラールマークに

は関心はない (50代男性)
 ハラールフードは病気にならないためにも重要 (20

代女性)
 イスラム法で定められたガイドラインだが、例えば食

べ物が不足している状況ならノンハラールなものを
食べていいなどフレキシブルなもの (30代女性)

図表56: ハラールマークを確認してから購入する品物は

(複数回答)

海外企業/日本企業の対応事例 - ハラールに対する消費者の意識

これまで見てきたとおり、ハラール認証機関によって細かい認証

基準が異なるが、同じイスラム教徒であっても所属するコミュニティ

や個々人によってハラールに対する意識は異なる。ハラール制度が

比較的発達しており、多民族国家で暮らすマレーシア人は、ハラー

ルに対してどの程度コンシャスなのだろうか。商品カテゴリなどによる

差異はあるのだろうか。

図表55に、マレーシアのムスリムに対するハラール意識に関

するアンケートを掲載した。必ずしも全てのひとびとが厳密にハ

ラールに従っている訳ではなく、また、自らの「ハラール遵守意

識」と「制度としてのハラール」を切り離して考えているひとびとも

いることが分かる。

実際に、マレーシアのハラール認証を取得していないポークフ

リーの飲食店などでムスリムの客と遭遇することは少なくない。

図表55の調査結果からも読み取ることができるが、多くのムス

リムにとってハラールかどうかという点の次に重視されるのは、

ポークフリーかどうかという観点であり、アルコール飲料を提供し

ているお店であってもポークフリーのオペレーションをしているので

あれば、自らがアルコールを摂取しない前提でそのお店を利用

するというムスリムは一定数存在する (ポークとアルコールの位

置づけが同列でなく、全く異なる点に注意が必要である)。

NNAが2014年7月に発表した、マレーシアのムスリムを対

象として、購入の際にハラール認証マークを確認するかどうかと

いう点に関して行った調査結果も興味深い (図表54)。加工

食品がもっとも高く93.4%となったほか、以下、乳製品

(88.2%) 、 飲 料 (88.0%) 、 健 康 食 品 ・ サ プ リ メ ン ト

(86.8%)、精肉 (83.4%)、菓子 (74.2%)、調味料

(72.6%) と続いた。

商品が加工されていることで「何が入っているかわかりにくい」

加工食品や飲料、菓子、調味料などは軒並み上位に入って

いる他、ハラールの観点からは非常に重要である精肉や、動

物席の食品である乳製品なども上位に入っている。

これらの調査からは、個別ハラール意識には個々人で大き

な差があることが改めて浮き彫りになったが、一方で概ね大多

数の人々にとって、(厳密にはばらつきがあるものの) ハラールは

重要視されているという点も確認することができる。

図表55: ムスリムマレーシア人に対するハラール意識アンケート

乳製品

飲料

健康食品・サプリメント

精肉

菓子

調味料

パンや米などの穀類

その他の食品

デンタルケア製品

加工食品

経口医薬品

せっけん・シャンプー

経口以外の医薬品

魚介類

調理器具

野菜

食器

衣料品

その他

化粧品

88.2%

88.0%

86.8%

83.4%

74.2%

72.6%

71.2%

70.4%

64.6%

93.4%

60.4%

57.4%

53.0%

46.2%

32.2%

30.4%

28.4%

26.2%

16.8%

62.4%
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図表58: マレーシア輸出拡大に向けた各国の取り組み

海外企業/日本企業の対応事例 - マレーシア輸出拡大に向けた各国の取り組み。

これまでに見てきたように、マレーシアは経済水準が比較

的高く、ハラール制度が整っており、ハラール商品の輸出な

ど推進しようとする国や企業にとって良いターゲット市場とな

りうる。

マレーシアへの輸出強化などに向けた取り組みを行ってい

る国と、それぞれの取組内容について、図表58に整理した。

マレーシア政府と直接連携を進める国も出始めている。

国 取組の概要

カンボジア

現在国内にハラールの認証機関がないカンボジア商業省は、マレーシアから技術支援を受けることにより、2017年初頭までにハラール認証制度
の整備に乗り出すことが2016年11月に発表された。またこの動きとシンクロするかのように、カンボジアの食肉加工業者SLNミート・サプライヤーズ
がハラールに準拠した食肉をマレーシアに輸出する方向でマレーシアのHDCと覚書を交わす見通しであることも発表された。契約が成立すれば、カ
ンボジア国内初のハラール食肉加工業者となり、5,000万米ドル (約56億5,000万円) 規模のハラール食肉をマレーシアの業者に輸出すること
になるという。HDCは現在オーストラリアから牛肉を仕入れているが、距離的にも近いカンボジアからの輸入が効率的だと考えている模様。

インドネシア

2016年10月、インドネシアとマレーシア両国は、2国間貿易額を拡大することを確認した。マレーシア側からは2020年までに貿易取引額を300
億米ドル(約３兆1,200億円)まで拡大したいとの提案があった他、今後の両国の取り組みの一つとしてハラール製品貿易の拡大が議題に上がっ
た。マレーシアのムスタパ貿易産業相は、インドネシアのエンガルティアスト・ルキト貿易相との間で両国のハラール規格の融合について双方で努力
することで合意していると述べ「さまざまな解釈の違いはあるが、それを乗り越えて両国の貿易を拡大したい」とのコメントを発表。ルキト貿易相も、
両国のハラール認証の違いが2国間貿易の課題になっていると認識しており、「インドネシアのイスラム指導者会議 (MUI) とJAKIMとの間で話し
合いを進め、ハラール認証の共通化の可能性を探っていきたい」とコメントした。MUI食糧・化粧品試験機関 (LPPOM) によると、JAKIMが定め
ているハラール認証規格はインドネシアでも認められている。ただ、インドネシア商工会議所の関係者によると、依然として同一製品に対して2度
認証を得なければならないのが現状だという声も上がっており、認証取得手続きの簡素化が課題となっている。

韓国

2016年4月、マレーシア・ペナン州政府系のPIHHデベロップメント (ハラール・ペナン) は韓国のビズ・ホールディングスとハラール産業を韓国で育
成するためのコンサルティングで覚書を結んだ。ビズは化粧品、食品・飲料、健康関連、メディア事業などを展開しているが、ペナン州政府は韓国
でハラールに対する関心を高め、韓国企業がハラール認証を取得できるよう支援し、両国が第三国とのハラール製品を輸出入を拡大するゲートウ
エーとしての役割を果たすよう推進する。

マレーシアへの食品輸出促進に向け、韓国政府は企業のハラール認証取得費用を一部負担するなどし、支援している (韓国農水産食品流通
公社のペク・チンソク輸出事業所長)。韓国の2014年のマレーシアへの食品輸出が前年比24.9%増の1億270万米ドルに達し、輸出全体の
1.2%を占め、09年から14年まで毎年平均で19.4％成長した。

シンガポール

シンガポールは、イスラム協力機構の非加盟国でありながら、イスラム教徒にとって魅力的な旅行先の一つとなっていることもあり、シンガポール国際
企業庁 (International Enterprise (IE) Singapore) やシンガポール・マレー商工会議所 (Singapore Malay Chamber of 
Commerce & Industry: SMCCI) 官民を挙げてハラール製品・サービスが集まるハブを目指す動きを推進している。ハラール産業において、マ
レーシアは製造、インドネシアは原材料、タイは研究・開発に強みを持っているなか、東南アジアの貿易ハブ、サービスセンターであるシンガポールは、
ハラール産業でもアジアのサプライチェーン・ハブを目指し、アジア全体のハラール製品がシンガポールに集まって輸出される、生産と消費を橋渡しす
る存在となるべく動いている。

タイ

2015年7月タイとマレーシア両国政府はは、2018年までに貿易額を300億米ドル (約3兆6,700億円) まで拡大する方針で一致。貿易拡大
の方策として、両国は国境貿易の振興策や優遇措置の策定のため共同貿易委員会を設置。タイ南部ソンクラー県サダオの経済特区へのさらな
る投資促進を目指すとともに、ハラール産業に関連した貿易やサービスを拡大する意向。

2014年12月、タイ工業省は、インドネシアおよびマレーシア政府と協力し、ハラール食品の世界輸出拡大を促す方針を明らかにした。食品製造
拠点としてのタイの優位性とハラール食品の製造に関する両国のノウハウを融合させ、相乗効果を引き出す狙い。

中国

2015年5月、四川省に「遂寧ASEANハラールセンター」が開設された。ここでは、マレーシア農業研究開発院 (MARDI) 傘下のマーディテック・
コーポレーションのハラール担当者が技術指導を行い、マレーシア政府のハラール認証規格ガイドラインに沿ったハラール認証の試験所を設け、
「MQLハラール認証」が発行される。マレーシアのイスマイル・サブリ・ヤコブ農業・農業関連産業相も、中国のハラール認証にマレーシアが関与する
ことの意義は大きいと指摘。省都の成都から150キロメートル離れた遂寧市に設立した同センターは、中国系マレーシア企業2社による合弁会社
が運営する。マーディテックのアナス・アーマド・ナサルディンCEOによると、認証試験所の設置に50万リンギット (約1,700万円) を投じている。

オーストラリア

マレーシアにおいて外資系のカフェ、ベーカリー、洋食店が急増し、乳製品の需要が増大していることから、2014/2015年のオーストラリアからマ
レーシアへの乳製品の輸出が2013/2014年を34％上回った。オーストラリアの酪農研究機関デアリー・オーストラリア、海外販売部門の責任者
であるピーター・マイヤーズ氏によると、前シーズンのビクトリア州からマレーシアへの乳製品輸出は3万5,000トン。金額ベースで1億3,500万豪ド
ル (約126億円) にのぼる。今シーズンは、マレーシアとオーストラリアの自由貿易協定 (MAFTA)、ASEANとオーストラリア・ニュージーランドの自
由貿易協定締結で液乳の関税がゼロとなっていることや、豪州での生産増加などが寄与したと予測している。マイヤーズ氏はマレーシアに輸出され
る乳製品の大半がハラール認証を取得していることに言及し、イスラム教徒に広く受け入れられていることが拡大の要因のひとつと指摘している。

図表57: Korean Muslim Federationのハラール認証を取得している辛ラーメン
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日系のイオンおよび現地系のJaya Grocerともに非ハラールコーナーは「ポークフリー&
アルコールフリー」の売場であり、ハラール認証マークがある商品とない商品が混在。ハ
ラール認証は必要不可欠ではないとの意見。

海外企業/日本企業の対応事例 – 現地に展開する小売店

イオンマレーシア Jaya Grocer

項目 概要

企業概要
1984年設立、マレーシア最大の日系小売り。
マレーシア全土にGMSのイオンを29店舗の他、
マックスバリュを店舗展開

売り場設定 「非ハラールコーナー」と「それ以外」に分ける。

a. 非ハラールコーナー

・中国業者に場所貸し。倉庫・スタッフ手配など
オペレーションは完全に別。
・豚肉や豚肉由来の成分、アルコールが明らか
に含まれている製品を販売

b. それ以外

「ポークフリー&アルコールフリー」の売り場であり、
ハラール認証マークがある商品とない商品が混
在。ハラール認証はJAKIMの他、世界中のハ
ラール認証団体の認証を含む。ハラール認証は
あったほうがよいが、なくても売れる商品もある

ハラール認証取得経緯
直営の寿司コーナーと一部のフードコート、カフェ、
ベーカリー、デリカ等が「売り場」としてハラール認
証を取得

日本食品とハラール認証

一部店舗では日本食品コーナーを設けているが、
ハラール認証マークはないものもある。但し日本
食品はハラールとみなして購買する現地人も多
い。

最近の傾向

日本の食品メーカーのハラール対応が進む
マレーシア国内工場で認証取得：味の素、ヤク
ルト、キューピー等
海外にハラール工場保有：日清製粉、グリコ、
ロッテ等

項目 概要

企業概要
2007年創業の地場資本のスーパーマーケット。
クアンバレー内に14店舗展開。店舗エリアの
居住層により異なる店づくりを行う。

売り場設定 「非ハラールコーナー」と「それ以外」に分ける。

a. 非ハラールコーナー -

b. それ以外

ハラールマークがある商品と、ポークフリーだがハ
ラールマークがないものが混在。全商品の
80%がJAKIM等ハラール認証機関のハラー
ルマークがついた商品。ハラールマークがついて
いないものの場合、非ハラールとの判別は仕入
れ先へのヒアリングおよび原材料表示から判断。
ハラール商品とそうでないものが混在しないよう
に物流面でも配慮。
ハラールマークは必要不可欠ではない

日本食品とハラール認証

日本食品ブランドは基本的にサプライヤーを通
じて仕入れ。マレーシアに工場があるブランド
(味の素、ヤクルト、OMAKANE、ポッカ等)は
メーカーから直接仕入れ。
日本食はマレー系にも人気がでてきたが、やは
りハラールマークがあるものを好んで買う印象。

出所：「主要国におけるハラール関連制度・市場動向」 2016年3月 日本貿易振興機構
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外食店ではハラール原料調達と工場の認証取得に苦心するも、ハラール認証取得により
マレー系顧客が増加するという好影響も確認されている。

海外企業/日本企業の対応事例 – 現地に展開する外食店

イオンマレーシア(寿司コーナー) ゼンショーフーズマレーシア

項目 概要

企業概要

「すき家」をマレーシアで運営。ゼンショーグルー
プ全体で、マレーシアの他、シンガポール、イン
ドネシア(申請中)でもハラール認証レストラン
を展開。

ハラール食材の調達

独自のMMDを日本で完成し、海外店舗に適
用。豪州牛肉を使用し、と殺・梱包業者はハ
ラール認証を取得している業者を使う。たれも
JAKIM認証を取得した調味料を輸入して製
造。

ハラール認証取得更新

マレーシア子会社立ち上げ時点から準備する
も、工場の認証取得まで一年半を有する。申
請前にHACCPやGMP等の安全基準を確保
したシステム導入は必須。更新手続きは工
場・店舗すべて個別に行う。

取得後の変化

マレー系が多いマラッカ店は売上が4～5割伸
長。逆に中華系が多い店舗では売上が減少
し、ハラールマークを小さくする。社員の9割はマ
レー系であり、社内のモチベーションは向上。

その他
当初は路面店に出店していたが、今後は集客
見込みSC出所に注力

項目 概要

企業概要

イオンマレーシアのSMの全店舗に寿司コー
ナーを設置。30店舗中16店舗が直営、全て
ハラール認証取得。残り14店舗は中島水産
に委託

ハラール認証取得経緯
取得準備は2010年から開始、申請は2011
年末。寿司酢はサプライヤーと共同開発。ネタ
はハラール認証取得工場から調達。

取得後の変化
取得後はマレー系の顧客が増加し、現在は中
華系とマレー系で比率は50:50くらい。売上は
認証前と比較し約10%増加。

最近の傾向

ハラール市場の認知度向上と拡大により、ネタ
製造が可能なハラール工場が増加。またマ
レーシア国内外にハラール認証を取得している
食品メーカーが増加

出所：「主要国におけるハラール関連制度・市場動向」 2016年3月 日本貿易振興機構
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日本食のハラール化はハラール食材の調達やムスリムの雇用等の負荷が多く、加えて現
地ではハラール認証は付加価値とならないため、費用対効果を考え、ターゲットを絞った
日本食および食材の販売戦略が必要。

海外企業/日本企業の対応事例 –参考：現地インポーター/食品製造業者(中小企業・日本法人)

JMG Trading Sdn. Bhd.

項目 概要

企業概要

2008年創業の現地系輸入卸および食品製
造会社。日本産青果物を現地独立系SMに、
また日本から輸入した鮮魚を日本食レストラン
に卸す。日本鮮魚の輸入業者としては最大
手の一社。

ハラール認証取得経緯

イオンマレーシアが寿司コーナーとデリカコーナー
をハラールかするにあたり、ハラール食材の調達
の相談を受けたのがきっかけ。酢・しょうゆ・につ
め、寿司ネタ・コロッケ等のハラールの調味料や
食品を開発、中国やベトナム等の工場(ハラー
ル認証取得済み)でOEM製造を行う。

輸入業務とハラール

日本からの輸入は魚・果物・野菜とハラール認
証は必要ないものばかり。アルコールと豚は扱っ
ていない。輸入業を行うにあたり特別にハラー
ル認証の申請は必要ない。

日本産品の戦略について

日本産ハラール認証食品は価格が種類が少
ないし価格が高い。現地ではハラール認証は
当たり前であり付加価値にはならず、値段が
高いと売れない。
中華系富裕層をターゲットとした本物志向の
高級日本食レストランが今の流れ。ハラール化
する必要があるのは、大衆をターゲットする客
単価の低い日本食レストランではないか

出所：「主要国におけるハラール関連制度・市場動向」 2016年3月 日本貿易振興機構

㈱丸十大屋

項目 概要

企業概要

1844年創業の山形味噌・醤油の醸造会社
(当初は紅花商)。1964年日本初のだし入り
醤油を開発し、現在は全国の百貨店や東北
地方の小売業者に販売。

ハラール認証取得経緯

知人のムスリムの依頼によりハラール対応の醤
油の開発を検討する中で、イスラム圏の嗜好
性と秋田醤油との相性(甘めの醤油を好む)こ
れを機会にイスラム圏への輸出拡大を決意。

認証団体 日本ハラール協会(JAKIMと相互認証)

成功ポイント
ISO2200をはじめとする各種食品衛生規格
に予め取り組んでおり、社内体制が整っていた
こと

問題・課題点

ハラール認証マークを付けただけでは売れず、
ターゲットを絞った製品開発と販売戦略が必
要。
また中小企業にとってのハラールへの参入障壁
はムスリムの雇用がハラール認証の要件になっ
ており、コスト面で課題となる。

出所：「ハラール食品の製造・流通マニュアルに関する報告書」 平成27年1月
一般社団法人 中小企業診断協会


